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●市街化調整区域に関する制限等（平成16年4月1日～）
建蔽率60％、容積率200％、道路斜線・隣地斜線・日影制限は有。
前面道路幅員による容積率低減係数は0.4。

●都市計画道路

平成24年11月22日、完了済の3路線を除く都市計画道路を全線
廃止。

●容積率低減係数

近隣商業地域、準工業地域は0.6、その他の地域は0.4。

●法22条の適用について（建築基準法）
（屋根）

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指

定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定し

た火の粉によう建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要

とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令

で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構

造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしな

ければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建

築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これ

らに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分

については、この限りではない。

●近郊整備区域（近畿圏整備法）

※市街化区域については基本的に区域内。詳細は別途確認。

●宅地造成等工事規制区域

令和6年4月1日～ 全域


